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条    例 

 

那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例（議会事務局調査法制

課） 

那覇市条例第50号  

平成30年８月10日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市都市計画地場産業振興地区建築条例の一部を改正する条例（建

築指導課） 

那覇市条例第51号  

平成30年８月22日  

                            公   布   済  

 

那覇市都市計画地場産業振興地区建築条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

規    則 

 

那覇市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（市営住宅課） 

那覇市規則第41号  

平成30年８月21日  

公   布   済  

 

那覇市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則（保

護管理課） 

那覇市規則第42号  

平成30年８月21日  

公   布   済  

 

那覇市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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認定こども園及び幼稚園の利用者負担額に関する規則の一部を改正

する規則（こどもみらい課） 

那覇市規則第43号  

平成30年８月21日  

公   布   済  

 

 

認定こども園及び幼稚園の利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市保育の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（こ

どもみらい課） 

那覇市規則第44号  

平成30年８月21日  

公   布   済  

 

 

那覇市保育の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市立幼稚園の保育料等に関する規則の一部を改正する規則（こど

もみらい課） 

那覇市規則第45号  

平成30年８月21日  

公   布   済  

 

 

那覇市立幼稚園の保育料等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 822 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 823 

 

 
 

 

那覇市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部を改正する規

則（こどもみらい課） 

那覇市規則第46号  

平成30年８月21日  

公   布   済  

 

 

那覇市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

平成 30 年（2018 年）８月那覇市議会臨時会に付議する事件の追加告

示について（総務課） 

那覇市告示第 195 号  

平成３０年８月９日  

掲 示 済  

 

平成 30年（2018年）８月那覇市議会臨時会に付議する事件の追加告示につ

いて 

 

平成 30年（2018年）８月那覇市議会臨時会の付議事件に次の事件を追加する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

付 議 事 件 名 

１ 那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

２ 委員会への付託陳情 

   ・しんかぬちゃーまーい入口の交差点の信号機と横断歩道設置について 
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那覇広域都市計画公園の変更について（都市計画課） 

那覇市告示第 204 号  

平成 30 年８月 27 日  

                          掲 示 済 

 

那覇広域都市計画公園の変更について 

 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定において準用する同

法第 19 条第１項の規定により、那覇広域都市計画公園を変更したので、同法第 21

条第２項の規定において準用する同法第 20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

                 那  覇  市  

上記代表者 那覇市長 城間 幹子  

 

１ 都市計画の種類 

  那覇広域都市計画公園 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  ５・５・那３号 識名公園 

   変更する部分 那覇市字真地の一部 

３ 縦覧場所 

  那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所本庁舎９階） 

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

 

那覇市告示第 219 号  

平成 30 年９月３日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

あなはクリニック 滝川 典子 

平成 30年７月 30日 

那覇市那覇市牧志２－23－９ シンカ牧志ビル３Ｆ 

かなさんデンタルケア小禄 池 徹 

平成 30年８月９日 

那覇市宮城１－18－１ エスタジオ小禄Ｂ１ 

訪問看護ステーション ケアプラス 合同会社ｂｏｎｄｓ 

平成 30年７月 12日 

那覇市松尾２－19－32 開南ＪＴビル 201 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 220 号  

平成 30 年９月３日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

廃止の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

名   称 開 設 者 
廃止年月日 

所 在 地 

ふく薬局 開南バス停前店 株式会社 ふく薬品 
平成 30年５月 31日 

那覇市松尾２丁目 17番 28号                                                                                      
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 221 号  

平成 30 年９月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施術機関として、次のと

おり指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

金﨑 正憲 
あん摩･マッサージ 

はり・きゅう 
平成 30年７月 30日 

（出張専業） － 

佐藤 政雄 
あん摩･マッサージ 

はり・きゅう 
平成 30年７月 30日 

琉球治療院 
那覇市銘苅２丁目 11番 19号 

グローヴィーサイト新都心 201 

屋宜 秀多朗 柔道整復 平成 30年７月 17日 

おなが小禄整骨院 那覇市小禄 414－５ １Ｆ 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 222 号  

平成 30 年９月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条において準用す

る第 49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施

術機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 氏 名（ 施 術 所 名 称 ） 

変更年月日 

変更事項 変  更  後（ 変 更 前 ） 

小泉 禎久（ おもろまち鍼灸治療院 ） 

平成 30年７月１日 
施術所の 

所在地 

那覇市銘苅２丁目 12番１号  

パークサイドツグミ 403 

（那覇市銘苅２丁目６番 10号  

ベルフォーレ ielcos A-201） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 223 号  

平成 30 年９月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の変更について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変  更  後 

( 変 更 前 ) 

那覇市地域包括支援センター古波蔵 

平成 30年７月１日 

所在地 

那覇市古波蔵４丁目７番５号  

古波蔵アパート１Ｆ 

（那覇市古波蔵１丁目 24番 21号   

幸ビル 108） 

小規模多機能型施設 はんたがわ 

平成 30年６月１日 
１．名称 

２．所在地 

１．小規模多機能型施設 はんたがわ 

（デイサービス はんた塾） 

２．那覇市繁多川三丁目４番 18号 

   （那覇市繁多川五丁目３番１号） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 224 号  

平成 30 年９月３日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の休止について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

名   称 

（休止する事業の種類） 休止年月日 

  所 在 地 

デイサービスまつしろ 

（通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業） 
平成 30年７月 31日 

那覇市繁多川三丁目６番９号 

 

 

 

公    告 

 

福祉施設等との随意契約の公表について（公園管理課） 

那覇市公告第 229 号  

平成 30 年 8 月 10 日  

掲 示 済  

 

福祉施設等との随意契約の公表について 

 

那覇市契約規則第 21条第１項の規定により次のとおり公表します。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 契約内容 

   花壇花卉植栽維持管理業務委託（その１）、（その２）、（その３）、（その４） 

 

２ 契約相手方の決定方法又は選定基準 

  １） 地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号に規定する福祉施設等であ

ること。 

２） 業務の円滑な履行が可能であること。 

３） 本市在住の障害者の自立・自助支援を展開し、組織的な支援活動を行っ

ている法人組織の福祉施設等であること。 

４） 本市と契約実績があること。または業務の円滑な履行が可能であると 

   認められること。 

 

３ 申請方法 

見積書（新規に申請する団体は業務履行が可能であることを証明する申請 

書）、福祉施設等であることを証明する書類（登記簿謄本など）及び那覇 

市在住の利用者受入内訳書提出（８月 31日（金）まで） 

 

４ 契約担当課 

   都市みらい部 公園管理課 電話 951－3239 

 

本部都市計画公園事業及び那覇広域都市計画公園事業の施行につい

て（花とみどり課） 

那覇市公告第 254 号  

平成 30 年８月 21 日  

掲 示 済  

 

本部都市計画公園事業及び那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第２項の規定において準用する同

法第 62条第１項の規定による図書の写しの送付を受けたので、同法第 63条第２項

の規定において準用する同法第 62条第２項及び同法施行規則（昭和 44年建設省令

第 53条）第 49条の規定に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

     本部都市計画公園事業５・７・１号沖縄国際海洋博覧会記念公園及び那

覇広域都市計画公園事業５・５・那５号首里城公園 

 

   ２．施行者の名称 

     国土交通大臣 

 

   ３．事務所の所在地 

内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所 
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   ４．事業地 

     （１）収用の部分  

昭和 51年建設省告示第 507号、昭和 56年建設省告示第 625号、昭

和 61年建設省告示第 731号、平成３年建設省告示第 519号、平成

８年建設省告示第 1030号、平成 13年国土交通省告示第 444号、平

成 15年国土交通省告示第 354号、平成 20年国土交通省告示第 391

号、平成 23年国土交通省告示第 756号、平成 25年国土交通省告示

第 305号の事業地のうち、沖縄県国頭郡本部町字備瀬、字石川及び

字山川の事業地を変更する。昭和 62年建設省告示第 1687号、平成

３年建設省告示第 520号、平成８年建設省告示第 1031号、平成 13

年国土交通省告示第 445号、平成 15年国土交通省告示第 355号、

平成 20 年国土交通省告示第 391 号、平成 23 年国土交通省告示第

756 号、平成 25 年国土交通省告示第 305 号の事業地のうち、沖縄

県那覇市首里当蔵町３丁目の事業地を変更する。 

     （２）使用の部分 

変更なし。 

 

   ５．事業施行期間 

     平成 30年７月 31日から平成 35年３月 31日まで 

 

   ６．変更の内容 

     事業地の変更及び事業施行期間の延長  
  

   ７．縦覧の場所 

     那覇市 都市みらい部 花とみどり課 

（那覇市泉崎１丁目１番１号、本庁舎９階） 

 

 

 

平成 29 年度那覇市人事行政の運営等の状況(人事課) 

那覇市公告第 255 号  

平成 30 年８月 21 日  

掲 示 済  

 

 

平成 29年度那覇市人事行政の運営等の状況 

 

地方公務員法第 58 条の２第３項及び那覇市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例第４条の規定により、平成 29年度の那覇市人事行政の運営等の状況を次の

ように公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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＜人事行政の運営等の状況について＞ 

 この公表は、人事行政の運営等の公平性、透明性を確保するため、平成 29年度に

おける本市の職員数や職員の勤務時間、給与などのほか、研修、健康管理の状況な

どの概要を市民の皆様にお知らせするものです。 

 

公表する項目は次のとおりです。 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

２ 職員の競争試験及び選考の状況 

３ 職員の人事評価の状況 

４ 職員の給与の状況 

５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

６ 職員の休業の状況 

７ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

８ 職員の服務の状況 

９ 職員の退職管理の状況 

10 職員の研修の状況 

11 職員の福祉及び利益の保護の状況 

12 その他市長が必要と認める事項 

13 公平委員会の業務の状況 

  

公表の内容は、本市の各任命権者及び公平委員会からの報告と各種調査資料

を基に作成しています。 

 公表についてご意見等がございましたら下記までお寄せください。 

 

〒900-8585 那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所 総務部人事課 電話 098-861-7499 

                              FAX098-943-0289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 835 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 836 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 837 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 838 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 839 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 840 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 841 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 842 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 843 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 844 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 845 

 

 
 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 846 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 847 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 848 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 849 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 850 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 851 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 852 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 853 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 854 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 855 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 856 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 857 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２３号   2018（平成30）年９月３日 

 858 

 

個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 263 号  

平成 30 年８月 22 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全

課） 

那覇市公告第 264 号  

平成 30 年８月 22 日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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真和志庁舎照明用安定器全数調査業務委託の制限付一般競争入札の

実施について（管財課） 

 

那覇市公告第 282 号  

平成 30 年９月３日  

 

 

真和志庁舎照明用安定器全数調査業務委託の制限付一般競争入札の実施に

ついて 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  真和志庁舎照明用安定器全数調査業務委託 

（２）履行場所  那覇市役所真和志庁舎（那覇市寄宮２丁目 32番１号） 

（３）契約期間  契約日から平成 31年１月 31日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第６条第１項に規

定する建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（２）過去２年間に本市その他の官公署とその種類をほぼ同じくする契約を２回

以上にわたって締結し、実績があること。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（４）地方税及び国税の滞納がないこと。 

（５）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）

のいずれかを有していること。 

（６）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 
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（10）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（12）本市において指名停止の措置を受けていないこと。 

（13）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 30年９月３日（月）～平成 30年９月７日（金） 

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番地１号 那覇市役所本庁舎５階 

那覇市総務部管財課、及び、那覇市ホームページ 

       ※本庁舎駐車場は有料となっておりますので、できるだけ公共交通

機関をご利用下さい。 

 

４ 現場確認 

  日  時 平成 30年９月５日（水） 

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

       ※現地確認は個別に行いますので、希望者は、平成 30 年９月４日

（火）午後２時までに、日程調整の連絡をお願いします。 

        

５ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 30年９月３日（月）～平成 30年９月７日（金） 

  質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メール又はファック

ス、持参のいずれかの方法で提出すること。 

       ※電話での質問へは回答いたしません。 

 

  回 答 日 平成 30年９月 10日（月） 

回答方法 那覇市ホームページにて回答。 

 

６ 入札執行の日時・場所 

（１）日 時 平成 30年９月 12日(水) 

午後１時 30分 受付開始 

午後１時 45分 事前説明開始 

午後２時 00分 入札開始 

 

（２）場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 501会議室 

       ※本庁舎駐車場は有料となっておりますので、できるだけ公共交通

機関をご利用下さい。 
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７ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

８ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項第２号に基づき免除する。 

 

９ 入札の無効 
（１）入札に参加する資格のない者がした入札 
（２）委任状を持参しない代理人がした入札 
（３）入札書が所定の日時までに提出されない入札 
（４）同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 
（５）入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の代理をしてなした入

札 
（６）連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 
（７）入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札 
（８）入札書に記名押印を欠いた入札 
（９）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 
（10）入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 
（11）鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 
（12）再度入札（２回目・３回目の入札）の前の入札に不参加の者がした入札 
（13）郵送による入札 
（14）その他入札に関する条件に違反した入札 
 
10 落札決定後の提出書類（落札者のみ提出） 

  落札者は、指定された期日までに業務実績表（市様式）を那覇市総務部管財課

まで提出すること。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番地１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市消防通信ネットワーク利用に係る入札の実施について（消防局

指令情報課） 

那覇市公告第 283 号  

平成 30 年９月３日  

 

那覇市消防通信ネットワーク利用に係る入札の実施について 

 

 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般

競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の６

及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のように公告する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札に付する事項 

 (１) 件     名  那覇市消防通信ネットワーク利用契約 

 (２) 履 行 場 所  那覇市消防局（指令情報課）、ほか７ヶ所 

 (３) 履 行 内 容  「那覇市消防通信ネットワーク回線仕様書」のとおり 

 (４) 契 約 予 定 日   平成 30年 10月 (回線開通は平成 30年 10月末予定） 

 (５) 契約(履行)期間  平成31年４月１日から平成38年３月31日まで(84ヶ月) 

 (６) 特  記  事  項 

概要 

導通確認期間 ：平成 30年 11月１日から平成 30年 12月 31日まで 

(回線開通)  ：平成 30年 10月末までに構築すること。 

本格運用：平成 31年４月１日から 

契約方式： 那覇市、落札事業者との間でネットワーク利用契約を 

締結する。（月額均等割り） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  公告から落札者決定までの間、次に定める資格をすべて満たしていること。 

(１) 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 

会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の

申し立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

(３) 

経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であるこ

と。（公告日の３ヶ月前から落札者決定予定日までの間に不渡り等を生じ

ていないものであること。） 

(４) 

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する会社等及びこれに準じ

るものとして公共機関が実施する入札等からの排除の要請があり、当該状

態が継続しているなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当

しない者であること。 

(５) 
那覇市総務部法制契約課が定める平成30年度登録業者に登録されている者

であること。 

(６) 
施工にあたり、電気通信設備関係の技術者、情報処理関係の技術者又は電

気管理関係の技術者の資格等を有する者を現場に専任で配置できること。 

(７) 
沖縄本島内に本社があり、かつ、ネットワーク機器のトラブル発生に24時

間365日即時対応できる体制にあること。加えてネットワーク保守に必要な
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資格を有した者が、常に現地に駆け付け保守対応できる体制にあること。 

(８) 
公告の日から落札者決定予定日までの間に那覇市より指名停止を受けてい

ないこと。 

(９) 
ネットワーク回線の導通等において、国又は地方公共団体に契約及び導入

実績があること。 

(10) 
「那覇市消防通信ネットワーク回線仕様書」に掲げる項目全てを導通確認

開始期間までに満せること。 

 

３ 契約条項を示す場所  那覇市消防局指令情報課 

 

４ 仕様書の配付、質問及び回答方法 

仕様書配付 
配付方法：那覇市ホームページ及び消防局ホームページに掲載。 

配付期間：公告日から平成 30年９月 21日(金)まで 

仕様書に関す

る質疑の方法 

受付期間：平成 30年９月 28日(金) 午後５時まで 

質疑方法：消防局指令情報課までメールにて送付すること。 

送 付 先：F-SIREI001@city.naha.lg.jp 

質疑に対する

回答について 

回 答 日：平成 30年 10月５日(金) 午後３時配信予定 

回答方法：受付した事業者全てにメールにて配信する。 

※質疑の受付がなければ、回答の配信は行わない。 

 

５ 入札説明会の日時・場所 

日  時 平成 30年９月 21日(金) 受付：午後１時 40分 説明：午後２時 

場  所 
那覇市消防局４階 第１会議室 

（那覇市銘苅２丁目３番８号） 

 

６ 入札執行の日時・場所等 

日  時 平成 30年 10月 10日(水) 受付：午前９時 40分 入札：午前 10時 

場  所 
那覇市消防局４階 第１会議室 

（那覇市銘苅２丁目３番８号） 

開  札 平成 30年 10月 10日(水) ※入札実施後、引き続き開札を行う。 

開札場所 那覇市消防局４階 第１会議室 

  

７ 入札時提出書類 

提出書類 

１ 入札書（所定様式） 

２ 委任状(代理人が入札をする場合)(所定様式) 

３ 誓約書（所定様式） 

４ 配置予定の技術者に関する資格（電気通信設備関係、情報処理関

係、電気管理関係及びその他必要な資格免状）（写し） 

※上記２～４は、すべて入札日の受付時に提出すること。 
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８ 入札保証金及び契約保証金 

入 札 

保証金 

入札見積金額の100分の５以上の金額を納付すること。ただし、次の

場合は入札保証金の納付が免除される。 

１ 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者

とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 

２ 過去２か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模を同じ

くする契約を２回以上締結したことの証明を提出する場合 

契 約 

保証金 

契約保証金の額は契約金額の100分の10以上とする。ただし、那覇市契

約規則第30条第１項第１号又は３号に該当する場合は免除する。 

 

９ 入札の無効  

(１) 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

無効の 

入 札 

１ 入札に参加する資格のない者がした入札 

２ 委任状を持参しない代理人がした入札 

３ 入札書が所定の日時までに提出されない入札 

４ 同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

５ 入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の代理をし

てなした入札 

６ 明らかに連合、談合その他不正行為によってなされたと認められ

る入札 

７ 入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入

札 

８ 入札書に記名、押印を欠いた入札 

９ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 

10 入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 

11 鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

12 その他入札に関する条件に違反した入札 

(２) 郵送による入札は、認めない。 

 

10 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定 

入札参加 

資格審査 

及び 

落 札 者 

の 決 定 

○開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効に入札をした

者から順次順位を付する。 

○落札者については、入札書及び入札時提出書類に不備がないか確認

を行った後に決定する。 

○落札者決定(予定)日：平成30年10月10日(水) 

※落札結果は、那覇市消防局ホームページで公開します。                       

那覇市(消防局)ホームページ  

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/fire/home.html 

公開期間：平成30年10月11日(木)から10月12日(金) 午後５時まで 

 

11 その他 

 (１) 入札説明会予定日または入札予定日に、暴風警報もしくは特別警報が発令

された場合には、それぞれの開催日を延期する。 

 (２) 入札説明会予定日または入札予定日に、台風等により路線バスが運休とな 
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った場合、開催時間の２時間前までに運行が開始されないときは、それぞれ

の開催日を延期する。 

 (３) 上記(１)、(２)により開催日が延期となった場合は、延期後の開催日時に

ついては消防局ホームページに掲載する。 

 

12 お問い合わせ先 

  那覇市消防局 指令情報課 管理係 與那原、喜名、折笠 

  〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番８号 

  電話 098-868-9911 ＦＡＸ 098-868-9912 
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上下水道局規程 

 

那覇市上下水道局職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第８号  

平 成 3 0 年 ８ 月 1 5 日  

公 布 済  

 

那覇市上下水道局職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 20 号  

平 成 3 0 年 ８ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

      指定（登録）番号  第 218 号 

      指定工事店名    アクティブ工業株式会社 

      営業所所在地    沖縄県浦添市内間五丁目４番７号 

代表者氏名     仲嶺 真次 

有効期間      自 平成27年４月１日 

                至 平成32年３月31日 

      異動年月日     平成 30年８月２日 

      異動事由      営業所所在地の変更 

 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止について 

那覇市上下水道局告示第 21 号  

平 成 3 0 年 ８ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止について 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第２号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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   那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者廃止名簿 

登録 
事  業  者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 

番号 

 

50 

 

株式会社 信成工業 那覇市識名２丁目９番 17号 西 信秋 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 22 号  

平 成 3 0 年 ８ 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第２号に基づき、次のとおり指定工事店

を取り消すので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

指定（登録）番号  第 154 号 

      指定工事店名    株式会社信成工業 

      営業所所在地    沖縄県那覇市識名２丁目９番 17号  

代表者氏名     西 信秋 

取消日       平成 30年７月 31日 

      取消理由      事務所閉鎖のため 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第 23 号 

平 成 3 0 年 ８ 月 1 7 日  

掲 示 済  

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第１号の規定に 

基づき、別紙のとおり告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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  那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加  

登録 
事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

番号 

461 イトス設備工業 
うるま市石川東山本町 

二丁目９番８号 
糸洌 学 

  平成 30年 

８月 15日 

 

 

 

選挙管理委員会告示 

 

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制

定を求める沖縄県条例制定請求者署名簿の縦覧の期間及び場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第２号  

平 成 3 0 年 ８ 月 1 5 日  

掲 示 済  

 

掲 示 済 

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制定を求

める沖縄県条例制定請求者署名簿の縦覧の期間及び場所について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 74 条の２第２項の規定により縦覧に供

する辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制定を求める

沖縄県条例制定請求者署名簿を関係人の縦覧に供します。 

 

 

        那覇市選挙管理委員会  

                委 員 長 松 田 義 之  

 

 

  縦覧の期間     平成 30年８月 16日～８月 22日 

            （８時 30分～午後５時） 

 

 縦覧場所      那覇市泉崎１丁目１番１号  

           那覇市役所本庁舎 12階 会議室 B 
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辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制

定を求める沖縄県条例制定請求者署名簿に署名し印を押した者の総数及び

有効署名の総数について 

那覇市選挙管理委員会告示第３号  

平 成 3 0 年 ８ 月 1 5 日  

掲 示 済  

 

 

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制定を求

める沖縄県条例制定請求者署名簿に署名し印を押した者の総数及び有効署

名の総数について 

 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 95 条の２の規定により、辺野

古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制定を求める沖縄

県条例制定請求者署名簿に署名し印を押した者の総数及び有効署名の総数を次

のとおり告示します。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

                 委 員 長 松 田 義 之  

 

 

 １ 署名し印をおした者の総数    23,657 人 

             

２ 有効署名の総数         21,802 人 

 

 

 

農業委員会告示 

 

那覇市農業委員会規程の一部を改正する告示 

那 覇 市 農 業 委 員 会 告 示 第２号  

平 成 3 0 年 ８ 月 1 6 日  

               掲      示      済  

 

 

那覇市農業委員会規程の一部を次のように改正する。 

 

 

那覇市農業委員会会長 新垣 次夫  
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